育児休業手当金（１歳に達した後の延長支給分）

１　支給対象者
　子が１歳に達した日以後の期間について、総務省令で定める「育児休業が必要と認められる特別な事情に該当する場合」に１歳６か月まで育児休業手当金が支給されます。

　※雇用保険法が適用される職員を除きます（ハローワークへ請求してください。）。
  ※平成29年10月1日から、１歳６か月まで手当金の支給を延長した組合員が、１歳６か月時点で要件に該当すれば、２歳まで支給されます。

※「総務省令で定める特別な事情に該当する場合」とは、次のとおりです。
　　①　保育所における保育が実施されないこと。
　　　　ただし、１歳の誕生日の前日までに保育所に申し込みをし、入所希望日が誕生日以前であり、誕生日以後の期間について保育所へ入所できない場合（１歳の時点において待機児童であること）。
　　　（速やかな職場復帰を図るため保育等の利用を希望しているものであると共済組合が認めた場合に限る。）　
　　　②　養育を予定していた配偶者の死亡
　　　③　養育を予定していた配偶者のケガ、疾病等
　　　④　養育を予定していた配偶者との婚姻の解消その他の事情による別居
　　　⑤　養育を予定していた配偶者の産前産後給休暇等
・①～⑤　について、支給期間の特例に該当するか否かは、原則として１歳の時点において判断します。
・①～⑤について、当初から１歳を超える育児休業を取得した場合も、１歳の時点で要件に該当するか判断します。
・①について、対象となる保育所は公立・私立を問いませんが、いわゆる無認可保育施設は含まれません。
・①について、当初から１年を超える育児休業を取得しているため、入所を拒否された場合、保育所の入所時期が毎年４月と決まっているため入所を拒否された場合、子供が傷病中や　障害児であるため、入所を拒否された場合も特別の事情に該当します。
・④について、その他の事情には、例えば単身赴任による別居の場合が考えられます。

２　支給額及び上限額
　　子が１歳に達する日まで支給される育児休業手当金と同じ。　
      ①育児休業開始から180日間は６７％
　　　②残りの期間は５０％
　　　　
　  
ただし、雇用保険法による育児休業給付の給付上限相当額が上限となります。
※雇用保険法による給付上限相当額
   　・令和５年８月～ １４,０９７円（但し、休業開始～180日間までの期間。それ以降は１０,５２０円を適用）
　 　・令和６年８月～ １４,３３４円（但し、休業開始～180日間までの期間。それ以降は１０,６９７円を適用）
　　 ・令和７年８月～ １４,７１８円（但し、休業開始～180日間までの期間。それ以降は１０,９８４円を適用）

　※　延長要件に該当するかどうかは、原則「子が１歳の誕生日」時点で判断します。
　　「子が１歳の誕生日」時点で、延長要件に該当しない場合は支給されません。
　※　育児休業の取得が１歳を過ぎてからの場合は、取得時点で延長要件に該当するか判断します。

３　その他
　支給延長に当たり、令和７年４月から、これまでの確認に加えて速やかな職場復帰のために保育所等の利用申込をしていることを、共済組合において確認することになっています。
　
　　（参考）
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